
昭
和
六
十
二
年
五
月
六
日
受
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答

弁

第

三

四

号 
   

衆
議
院
議
員
日
笠
勝
之
君
提
出
不
在
者
投
票
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
八
第
三
四
号 

昭
和
六
十
二
年
五
月
六
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
日
笠
勝
之
君
提
出
不
在
者
投
票
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

船
員
の
不
在
者
投
票
に
係
る
特
例
は
別
と
し
て
、
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
等
の
請
求
及
び
交
付
に

つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十

三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
使
者
に
よ
る
投
票
用
紙
等
の
請
求
に
関
す
る
昭
和
五
十
一
年
十
月
八
日
の
最
高

裁
判
所
判
決
等
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
在
者
投
票
制
度
の
立
法
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
選
挙
人
本
人
の
意

思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
使
者
に
よ
る
請
求
及
び
使
者
に
対
す
る
交
付
は
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

る
。 

二
に
つ
い
て 

選
挙
人
本
人
の
使
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
限
り
、
特
段
の
条
件
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

  

使
者
に
対
す
る
投
票
用
紙
等
の
交
付
に
関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
お
い
て
、
選
挙
人
の
投
票
機
会
の
確
保
と
不
正
の
防
止
に
配
意
し
な
が
ら
、
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
対

処
し
て
い
る
が
、
今
後
と
も
適
切
な
指
導
を
し
て
ま
い
り
た
い
。 

不
在
者
投
票
の
事
由
に
該
当
す
る
旨
の
宣
誓
書
等
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
選
挙
人
が
自
書
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




